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　インターネットで「お試し」の健
康食品を注文して飲んだら、全身
にじんましんが出た。

健康食品を摂取して
異常を感じたら、すぐに医療機関を
受診しましょう。

持病がある人は薬との
飲み合わせにも注意し、購入前に
医師などに相談しましょう。

「お試し」「１回だけ」のつもりでも、
複数回分の購入が条件に
なっていることもあるので、注意して
契約内容を確認しましょう。

　銀行で資産運用のためと勧め
られ、定期預金を解約して生命保
険を契約した。
　数年後に解約したいと申し出る
と、今解約すると40万円ほど損を
すると言われた。

契約内容がよく理解できない
ときには、契約しないでください。

１人で判断せず、家族や親族等と
一緒に説明を受けましょう。

契約前に、保険のリスクや
解約条件、契約期間などを
十分に確認し、分からない点は
もう一度よく聞きましょう。

　突然訪ねてきた点検業者に「雨
どいがゆがんでいる。火災保険で
無料で修理できる」と言われて契
約した。指示されたとおりに保険
会社に申請したが、保険の調査員
に「雨どいに問題はない」と言わ
れ、保険金が支払われなかった。
　工事を断りたいが、業者は応じ
てくれない。

「無料・格安で点検する」などと
訪問してくる業者には
応対しないでください。

保険金が支払われることを
前提とした工事の勧誘や契約には
応じないようにしましょう。

工事契約をする場合には、
複数社から見積もりを取りましょう。
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